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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

第 2期竜王町まち・ひと・しごと創生推進計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

滋賀県蒲生郡竜王町 

 

３ 地域再生計画の区域 

滋賀県蒲生郡竜王町の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

本町の総人口は、平成７年（1995 年）の 13,650 人をピークに微減傾向が続いて

おり、住民基本台帳によると、令和７年（2025 年）では 11,082 人となっている。

国立社会保障・人口問題研究所によると、 令和 22年（2040年）には総人口が 9,309

人となる見込である。 

年齢３区分別の人口動態をみると、年少人口（０～14 歳）は平成７年（1995 年）

の 2,726人をピークに減少し、令和７年（2025年）には 1,236人となる一方、老年

人口（65 歳以上）は平成７年（1995 年）の 1,901 人から令和７年（2025 年）には

3,499 人と増加の一途をたどっており、少子高齢化がさらに進むことが想定されて

いる。また、生産年齢人口（15～64歳）も平成７年（1995年）の 9,017人をピーク

に減少傾向にあり、令和７年（2025年）には 6,347人となっている。特に、65歳以

上の比率が上昇を続けており、令和７年（2025年）には３人に１人以上が高齢者と

なっている。 
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■年齢３区分別人口の推移 

 

資料：国勢調査 令和７年（2025 年）のみ住民基本台帳 

自然動態の推移をみると、出生数は平成７年（1995年）の 139人をピークに、直

近の令和２年度（2020 年）から令和６年度（2024 年度）では令和３年度（2021 年

度）が 76人で最も多く、その後、横ばいで推移しており、令和６年度（2024年度）

には 54人となっている。一方、死亡数は令和２年度（2020年度）以降、毎年度 100

人を超えおり、令和６年度（2025年度）は 122人となっている。このため、令和６

年度（2024 年度）の出生者数から死亡者数を差し引いた自然増減は▲68 人（自然

減）となっている。 

令和２年度（2020年度）から令和６年度（2024年度）までの社会動態の推移をみ

ると、転入者は民間の集合住宅の建設により令和２年度（2020年度）が 500人であ

ったが、令和６年度（2024年度）には 431人に減少している。転出者についても令

和２年度（2020年度）は 552人であり、令和６年度（2024年度）には 515人となっ

ており、ほぼ横ばいで推移している。このため、令和６年度（2024年度）は▲84人

の社会減となっており、その数は令和２年度（2020年度）から増加傾向にある。こ

のように、人口の減少は出生数の減少（自然減）や、転出者の増加（社会減）等が

原因と考えられる。 
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■社会動態・自然動態の状況 

・出生・死亡数        （人）  ・転入・転出数           （人） 

 資料：住民基本台帳 

今後も人口減少や少子高齢化が進行した場合、スーパーの撤退等の生活利便性の

低下や担い手不足による地域コミュニティの維持が困難になる等の影響が考えられ

る。 

これらの課題に対応するため、本町の潜在的な可能性を生かし、企業誘致を進め

て働く場所を創り、そこで働く人の住宅地を確保し、住んでもらえるような結婚、

出産、子育て、教育の支援・充実を図り自然増につなげる。これに加えて、人との

繋がりを感じながら安心して豊かに住み続けてもらうために、中心核整備を進める

とともに地域コミュニティの維持・活性化等の施策を推進して社会減に歯止めをか

け、人口減少の速度をなだらかにする。 

なお、これらに取組むに当たっては、次の３つを基本目標に掲げ、目標の達成を

図る。 

・基本目標１ 【豊かさ】活力あふれるまちづくり 

・基本目標２ 【やさしさ】安心して暮らせるまちづくり 

・基本目標３ 【つながり】みんなで進めるまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R２ R３ R４ R５ R６ 

出生 53 76 54 54 54 

死亡 138 123 132 119 122 

自然

動態 
-85 -47 -78 -65 -68 

 R２ R３ R４ R５ R６ 

転入 500 448 494 406 431 

転出 552 530 532 547 515 

社会

動態 
-52 -82 -38 -141 -84 
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【数値目標】 

５－２の

①に掲げ

る事業 

ＫＰＩ 
現状値 

（計画開始時点） 

目標値 

（R12年度） 

達成に寄与する

地方版総合戦略

の基本目標 

ア，イ 年間転入者数（人） 431 319 基本目標１，２ 

ウ 年間転出者数（人） 515 347 基本目標３ 

ア，イ 年間出生数（人） 54 45 基本目標１，２ 

ア 生産年齢人口比率（％） 57.1 56 基本目標１  

ア，イ，

ウ 
社会動態（人） -89 -28 

基本目標１，２

，３ 

ア，イ 自然動態（人） -68 -61 基本目標１，２ 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

５－２とおり。 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

○ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する

特例（内閣府）：【Ａ２００７】 

① 事業の名称 

竜王町まち・ひと・しごと創生推進事業 

ア 【豊かさ】活力あふれるまちづくり事業 

イ 【やさしさ】安心して暮らせるまちづくり事業 

ウ 【つながり】みんなで進めるまちづくり事業 

② 事業の内容 

ア 【豊かさ】活力あふれるまちづくり事業 

竜王町の地理的優位性や産業構造などの特徴を活かしてまちをより便

利に、そして活性化することで魅力を発信していく取組に関する分野で、

魅力ある農業の振興、企業誘致による商工業の振興や多様な交流を生む

観光の振興、これらの産業振興による雇用創出など、にぎわいを生みだ
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す施策を推進する。また、効果的な土地利用や住宅整備の誘導、道路や

地域交通の充実、インフラ（上下水道）の強靭化など、利便性の高い生

活環境づくりに関する施策を推進する。さらに、産業・雇用や生活利便

性だけでなく、子育て支援や教育も含めたまちの魅力を高め、幅広く情

報発信することで、若者の移住・定住の促進を図るなど、発展・進化を

生み出す「攻め」のまちづくりによる豊かさの創造をめざす。 

【具体的な事業】 

・農業の振興 

・商工業の振興 

・観光の振興 

・雇用創出の推進 

・効果的な土地利用 

・住宅環境の充実 

・道路ネットワークの強化 

・地域交通の充実 

・インフラ（上下水道）の強靱化 

・町の魅力発信と定住の促進 等 

イ 【やさしさ】安心して暮らせるまちづくり事業 

快適かつ安全な環境の中で、誰もが生涯にわたって健やかに安心して

暮らせるまちを創出していく取組に関する分野で、切れ目のない子育て

支援や魅力ある学校・園づくり、子ども・若者育成支援、スポーツ、社

会教育の推進、歴史・文化の保全と活用など、次世代を担う人材を大切

に育んでいく施策を推進する。また、地域共生社会の構築や高齢者、障

がい者（児）福祉の充実、健康寿命の延伸に向けた健康づくりなど、互

いに支え合うことができる地域づくりのための施策を推進する。さらに、

防災、防犯・交通安全など町民の安全を守るための施策や、持続可能な

地域づくりに向けた循環型社会の推進など、次世代に引き継げる「守り」

のまちづくりによる安心の創造をめざす。 

【具体的な事業】 

・切れ目のない子育て支援 
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・魅力ある学校・園づくり 

・子ども・若者育成支援 

・スポーツ、社会教育の推進 

・歴史・文化の保全と活用 

・地域共生社会の構築 

・高齢者福祉の充実 

・障がい者（児）福祉の推進 

・健康づくりの推進 

・防災の推進 

・防犯・交通安全の推進 

・循環型社会の推進 等 

ウ 【つながり】みんなで進めるまちづくり事業 

まちづくりを効果的に進めるためのしくみづくりに関する分野で、人

権尊重や男女共同参画、多文化共生の推進、地域コミュニティの活性化

と町民の主体性を生かした協働の推進を図るとともに、様々な分野にお

ける先端技術の利活用や多様な連携、健全で効率的な行財政運営の推進

など、新たな時代に対応したつながりの創造をめざす。 

【具体的な事業】 

・人権の尊重 

・男女共同参画の推進 

・多文化共生の推進 

・地域コミュニティの活性化と協働の推進 

・先端技術の利活用 

・多様な連携の推進 

・健全な財政運営 

・時代に即した行政経営の推進 等 

※なお、詳細は第六次竜王町総合計画後期基本計画（第３期竜王町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略）のとおり 

③ 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標(ＫＰＩ)） 

４の【数値目標】に同じ。 
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④ 寄附の金額の目安 

2,000,000千円（2026年度～2031年度累計） 

⑤ 事業の評価の方法（ＰＤＣＡサイクル） 

毎年度２月頃に外部有識者による効果検証を行い、翌年度以降の取組方

針を決定する。検証後速やかに本町公式ＷＥＢサイト上で公表する。 

⑥ 事業実施期間 

2026年４月１日から 2031年３月 31日まで 

 

６ 計画期間 

2026年４月１日から 2031年３月 31日まで 


